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平成24年９月21日　金曜日（723）

告 示
栃木県告示第518号
　次の保安林を解除予定保安林にしたので、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の２の規定により告示す
る。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　解除予定保安林の所在場所
那須塩原市箕輪字立道東673-２

２　保安林として指定された目的
水害の防備

３　解除の理由
指定理由の消滅

（森林整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第519号
　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第54条第２項に規定する指定自立支援医療機関を指定したの
で、同法第69条の規定により次のとおり公示する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指 定
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

日本調剤那須薬局 大田原市中田原1141-５ 日本調剤株式会社
代表取締役社長　三津原　博

平成24年
９月１日

精神通院医療

日本調剤大田原薬局 大田原市中田原1287-２ 日本調剤株式会社
代表取締役社長　三津原　博

平成24年
９月１日

精神通院医療
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有限会社オカベ薬局 真岡市荒町1103 有限会社オカベ薬局
代表取締役　岡部　貞一郎

平成24年
９月１日

精神通院医療

コスモファーマ薬局
氏家店

さくら市北草川２-19-
８

株式会社コスモファーマ東京
代表取締役　藤田　愛里

平成24年
９月１日

精神通院医療

サンテ薬局 足利市借宿町609-３ 有限会社マスヤマメディカル
代表取締役　増山　文男

平成24年
９月１日

精神通院医療

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第520号
　障害者自立支援法（平成17年法律第123号）第64条の規定により指定自立支援医療機関から次のとおり変更
の届出があったので、同法第69条の規定により公示する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

名 称 所 在 地 開 設 者 名 変 更
年 月 日

自 立 支 援
医療の種類

アップル薬局 下野市祇園２-３-３ 株式会社アップルケアネット
代表取締役社長　小林　博美
（代表取締役社長　武藤　眞
一）

平成24年
６月28日

精神通院医療

アップル薬局
はこのもり店

栃木市箱森町53-30 株式会社アップルケアネット
代表取締役社長　小林　博美
（代表取締役社長　武藤　眞
一）

平成24年
６月28日

精神通院医療

ふたば薬局下都賀 栃木市湊町４-16 栃木薬樹株式会社
代表取締役　吉田　圭吾
（代表取締役　入江　充）

平成24年
７月１日

精神通院医療

黒磯中央薬局 那須塩原市大黒町２-11 栃木薬樹株式会社
代表取締役　吉田　圭吾
（代表取締役　入江　充）

平成24年
７月１日

精神通院医療

あおば薬局那須塩原 那須塩原市前弥六54-１ 栃木薬樹株式会社
代表取締役　吉田　圭吾
（代表取締役　入江　充）

平成24年
７月１日

精神通院医療

マロニエ内科クリ
ニック
（慶愛クリニック）

宇都宮市陽東６-２-１
ベルモール２Ｆ

医療法人社団松徳会
理事長　松田　源一

平成24年
７月14日

精神通院医療

※表中の（　）内は変更前のもの
（障害福祉課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第521号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成24年９月21日から同年10月22日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　栃木二宮線
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道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

44
前 下野市上坪山字藤ノ木132から

下野市下坪山字田川東36-１まで 7.3 ～ 17.6 140.0

後 下野市上坪山字藤ノ木132から
下野市下坪山字田川東36-１まで 13.5 ～ 17.6 140.0

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　一般県道　蛭沼川連線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

252
前 栃木市大平町真弓1573-１から

栃木市大平町真弓1659-１まで 11.0 ～ 12.0 152.8

後 栃木市大平町真弓1573-１から
栃木市大平町真弓1659-１まで 11.0 ～ 15.1 152.8

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第522号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成24年９月21日から同年10月22日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

一 般 国 道 352 号 下都賀郡壬生町大字藤井字溜下2871-４から
下都賀郡壬生町大字藤井字藤井2874-１まで 平成24年９月21日

一 般 国 道 352 号 下野市細谷字西原714-２から
下野市細谷字北原732-２まで 平成24年９月21日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第523号
　都市再開発法（昭和44年法律第38号）第38条第１項の規定により市街地再開発組合の事業計画の変更を認可
したので、同条第２項において準用する同法第19条第１項の規定により次のとおり公告する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　組合の名称
中央通り地区市街地再開発組合

２　事業施行期間
平成23年６月10日から平成26年３月31日まで

３　施行地区
　栃木県大田原市中央一丁目2217番１、2218番１、2218番２、2219番、2220番１、2220番２、2220番３、
2221番１、2221番２、2221番３、2221番４、2222番、2223番１、2223番２、2223番４、2223番５、2223番
６、2351番13、2351番96、2351番97、2351番99、2351番102、2351番135、2353番１
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４　事務所の所在地
栃木県大田原市中央１丁目２番14号

５　設立認可の年月日
平成22年８月２日

６　事業計画の変更の認可の年月日
平成24年９月14日

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○土地改良区役員の退就任
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第16項の規定により、次のとおり土地改良区の役員について退
任及び就任の届出があったので、同条第17項の規定により公告する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

土 地
改 良 区 名 役職名 退 任 役 員

氏 名
就 任 役 員
氏 名 住 所 退 任

年 月 日
就 任
年 月 日

国 分 寺
土地改良区 理 事 北野　好平 下野市川中子3329-185 24.６.28

船 生
土地改良区

理 事 手塚　利郎 塩谷郡塩谷町大字船生7038 24.８.30

〃 斎藤　　勝 　〃　　〃　　〃　　1685 〃

〃 植木　茂樹 　〃　　〃　　〃　　990 〃

〃 手塚　弘道 　〃　　〃　　〃　　4362 〃

〃 齋藤　　博 　〃　　〃　　〃　　5524 〃

〃 齋藤　好正 　〃　　〃　　〃　　81-２ 〃

〃 手塚　安克 　〃　　〃　大字佐貫930 〃

〃 石下　岩男 石下　岩男 　〃　　〃　大字船生737 〃 24.８.31

〃 斎藤　為一 斎藤　為一 　〃　　〃　　〃　　3172 〃 〃

〃 髙村　　明 髙村　　明 　〃　　〃　　〃　　3602-１ 〃 〃

〃 植木　成好 　〃　　〃　大字佐貫357 〃

〃 大島　　一 　〃　　〃　大字船生6428-２ 〃

〃 八木沢好一 　〃　　〃　　〃　　6041 〃

〃 齋藤　敏貞 　〃　　〃　大字上沢141 〃

〃 君島　義一 　〃　　〃　大字船生5225 〃

〃 斎藤　正美 　〃　　〃　　〃　　2905-２ 〃

〃 福田　　昇 　〃　　〃　　〃　　1882 〃

監 事 植木　慶喜 　〃　　〃　大字佐貫524 24.８.30

〃 前田　由和 　〃　　〃　大字船生4593 〃

〃 手塚　智之 手塚　智之 　〃　　〃　　〃　　3521-１ 〃 24.８.31

〃 齋藤　好正 　〃　　〃　　〃　　81-２ 〃
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監 事 渡辺　富男 塩谷郡塩谷町大字船生5488 24.８.31

親 園
土地改良区

理 事 伴　　丈
、
夫 大田原市荻野目57 24.８.30

〃 小滝　正美 　〃　　親園2935-２ 〃

〃 佐藤　春雄 　〃　　滝沢35 〃

〃 及川　康男 　〃　　滝岡471-２ 〃

〃 和久　邦宏 　〃　　花園895-２ 〃

〃 小林　正博 　〃　　〃　351-２ 〃

〃 増渕　隆之 　〃　　〃　1445 〃

〃 磯　　洋文 　〃　　佐久山3992 24.４.25

〃 国田　沃男 国田　沃男 　〃　　親園472-１ 24.８.30 24.８.31

〃 氏家　勝男 氏家　勝男 　〃　　〃　1109-５ 〃 〃

〃 大島　康志 大島　康志 　〃　　滝岡904-５ 〃 〃

〃 伴　　隆夫 　〃　　荻野目57-65 〃

〃 小滝　康之 　〃　　親園614 〃

〃 福田　尚夫 　〃　　滝沢240-１ 〃

〃 大島　正志 　〃　　滝岡568 〃

〃 大野　智之 　〃　　花園876 〃

〃 小林　久夫 　〃　　〃　273 〃

〃 小林　正尚 　〃　　〃　1447-２ 〃

〃 滝田　　稔 　〃　　佐久山4028 〃

監 事 江面　　勇 　〃　　親園1260-２ 24.８.30

〃 滝田　雅一 　〃　　佐久山4018 〃

〃 和久　英雄 　〃　　花園１-199 〃

〃 植木　　宏 　〃　　親園463 24.８.31

〃 及川　康男 　〃　　滝岡471-２ 〃

〃 山下　正人 　〃　　花園１-386 〃

三 和
土地改良区 理 事 木村　正義 足利市板倉町688 24.６.５

（農地整備課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○開発行為の工事完了
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第２項の規定により、開発行為に関する工事の完了に係る検査
済証を交付したので、同条第３項の規定により公告する。
　　平成24年９月21日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

開 発 区 域
（ 工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称 ）

開 発 許 可 を 受 け た 者

住 所 氏 名
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,900円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

河内郡上三川町大字上三川字愛宕4716番２
【第２工区】

宇都宮市一ノ沢町256番地７ トヨタウッドユー
ホーム株式会社

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

選挙管理委員会
栃木県選挙管理委員会告示第56号
　平成24年９月２日現在における地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第１項、第75条第１項、第76条第
１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和
31年法律第162号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の50分の１、当該総数の40万を超える
数に６分の１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数及び３分の１の数は、それ
ぞれ次のとおりである。
　　平成24年９月21日

栃木県選挙管理委員会委員長　　小　　林　　恒　　夫　　
１　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の50分の１の数
 32,604人
２　県の議会の議員及び知事の選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の１を乗じて得た数と40万に
３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数
 338,365人
３　県の議会の議員の宇都宮市・上三川町選挙区における選挙権を有する者の総数の40万を超える数に６分の
１を乗じて得た数と40万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数

 139,782人
４　県の議会の議員の各選挙区（宇都宮市・上三川町選挙区を除く。）における選挙権を有する者の総数の３
分の１の数
足 利 市 選 挙 区 42,211人
栃 木 市・ 岩 舟 町 選 挙 区 43,442人
佐 野 市 選 挙 区 33,582人
鹿 沼 市・ 西 方 町 選 挙 区 29,573人
日 光 市 選 挙 区 25,086人
小 山 市・ 野 木 町 選 挙 区 50,421人
真 岡 市 選 挙 区 21,243人
大 田 原 市 選 挙 区 20,085人
矢 板 市 選 挙 区 9,526人
那須塩原市・那須町選挙区 39,217人
さくら市・塩谷郡選挙区 23,546人
那須烏山市・那珂川町選挙区 13,540人
下 野 市 選 挙 区 15,978人
芳 賀 郡 選 挙 区 18,924人
下 都 賀 郡 北 部 選 挙 区 10,797人

　───────────────────────────────────────────────


